
別表（第３条関係）                        

 

補助対象者 補助対象事業の内容 補助対象経費 補助率及び限度額 補助回数及び期間 補助条件 

商店街等組織 

※（１）市内商工業者等

を構成員として設立され

た法人又は任意の団体 

１ 地域活性化事業 

（経営効率化・IT対応等） 

２ 環境・リサイクル対応事業 

３ 少子・高齢化対応事業 

４ 商品開発事業（地域特産品を含

む） 

５ 新規開発商品等の販売促進事業 

６ 各団体の構成員が扱っている商品

や新規開発した商品等を活用した地域

の活性化事業 

７ 人材育成事業 

８ 地域の安全を守るための街路灯修

繕事業（同一年度に地域活性化に資

する事業を行う商店街に限る。） 

９ その他市長が適当と認めるもの 

１ 謝金 

２ 講師等旅費 

３ 消耗品費 

４ 印刷製本費 

５ 借上料 

６ 委託料 

７ 原材料費 

８ 広告宣伝費 

９ 修繕費(商店

街が所有する街

路灯に限る) 

１０ その他市長

が適当と認める

もの 

補助対象経費の２分の１

以内とし、２０万円を上

限とする。 

 

原則１会計年度につき

１回までとする。 

市、国、県等の他の補助制度に

よる補助金等（以下「他の補助

金等」という。）を受けて実施す

る事業は対象としない。 


